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市 民 相 談 （８月～９月）　相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※市役所の受付は、午前８時30分～午後５時15分です。
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ
行 政 ８月20日㈭・９月17日㈭　午後１時～４時

市役所１階 市民相談室 
　　　☎�１１１３
市民課☎�１１１２
　　　☎�１１１０法 律

８月５日㈬・12日㈬・26日㈬　午後１時～４時
◎９月の相談日

弁護士に
よる相談

９月２日㈬・９日㈬
午後１時～４時　定員＝各６人（先着順)

司法書士に
よる相談

９月16日㈬・24日㈭　※第４週は㈭
午後１時～４時　定員＝各６人（先着順)

労 働 法 律 ８月19日㈬　午後１時～４時
定員＝６人（先着順)

不 動 産 ８月14日㈮・９月11日㈮　午後１時～４時
相談員＝宅地建物取引業協会本庄支部無料相談員

年金・労働 ８月13日㈭・９月10日㈭　午後１時～４時
相談員＝社会保険労務士　

税 務 ８月11日㈫・９月８日㈫　午後１時～４時
相談員＝税理士　

消 費 生 活

毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分
※８月３日㈪はお休みです

市役所４階 商工観光課 商工観光課 ☎�１１７５

毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分～正午、午後１時～３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
 ☎�１２３２

人 権
８月11日㈫　午後１時～４時 アスピアこだま 会議室３ 

はにぽんプラザ ☎�０８２８
８月25日㈫　午後１時～４時 はにぽんプラザ　控室A

家 庭 児 童 毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時～午後４時 市役所２階 子育て支援課 子育て支援課☎�１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月～金曜日（休日を除く)　午前９時30分～午後３時

ふれあい教室
（旧勤労会館２階）

教育支援センター
☎�４２８７

教 育
（いじめ等）

毎週水曜日（休日を除く） 電話相談：午後１時30分～５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付

子どもの心の相談員
☎�７３３７

心 配 ご と

毎週月曜日（休日を除く） 午後１時～４時
※相談時間中のご連絡は、☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５

８月17日㈪・９月７日㈪　午後１時～４時 アスピアこだま 会議室３ 本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎�１２３７

結　　 婚 毎週水曜日（休日を除く) 
午後１時～４時

※相談時間中の
ご連絡は、
☎�８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　　相談室

本庄市社会福祉協議会
☎�２７５５介護の悩み ８月21日㈮　

午後１時～４時

成 年 後 見 ８月11日㈫・25日㈫　
午後１時～４時

振り込め詐欺の被害にあわないために
●家族間で合言葉を決めておく。
●自宅にいるときでも留守番電話に設定する。
●慌てずに、まず落ち着く。
●すぐに振り込まない、渡さない、急がせる場合は疑う。
●家族や役所(還付金詐欺)等に事実確認する。
※おかしいなと思ったら、迷わず
警察総合相談センター（電話番号＃9110）又は、
最寄りの警察署へ相談してください。
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８月９日㈰ 五十嵐整形外科医院 若 泉 1 丁 目 ☎�２３１３

８月16日㈰ 生 坂 医 院 本 庄 ４ 丁 目 ☎�４６７０

８月23日㈰ うめだクリニック 美 里 町 広 木 ☎�４１５１

８月30日㈰ 池田レディースクリニック 小島南 3 丁目 ☎�２０４８

９月６日㈰ 黒岩整形外科医院 上里町七本木 ☎�０５５１

●小児夜間初期救急診療（本庄総合病院内☎�６１１１）
　診療日　毎週火曜日（休日は除く）　午後６時～９時
　対象　中学生まで
●電話相談をご利用ください
　(相談料無料・通話料利用者負担)
・｢＃8000｣小児救急電話相談
 （ＩＰ電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは、
　　　　　　　　　　  　　☎０４８－８３３－７９１１）
 受付時間　月曜日～土曜日 午後７時～翌日午前７時
　　　　    日曜日、休日、年末年始
　　　　　　　　　　　　 午前７時～翌日午前７時
・｢＃7000｣大人救急電話相談
 （ＩＰ電話、ＰＨＳ、ダイヤル回線からは、
                                    ☎０４８－８２４－４１９９)
 受付時間　毎日　午後６時30分～10時30分

★119番は、緊急時（火災やけが人など）の受付専
用電話番号です。夜間など、時間外に診療可能な
病院については、児玉郡市広域消防本部指令課(☎
�1119）でご案内していますので、ご利用くださ
い。ただし、診療科目によっては、県外や児玉郡市
以外の病院をご案内する場合もあります。

●本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所（日曜・休日開設）
　（本庄市保健センター内☎�３３２２)
　　診療時間　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時
　　診療科目　内科系疾患
　　※健康保険証を持参してください。
●在宅当番医療機関
　　診療は午前中のみです。当番医は変更になる場合もあります
　　ので、確認してからお出かけください。

休 日 急 患 の 診 療

※各種相談は予約制
※９月の相談予約は、８月20日㈭から受付開始       
   （受付開始日は電話予約のみ）

　各種相談日
●法律相談　　　　　　　　　　　●行政相談             毎月第３木曜日
・弁 護 士　毎月第１・２水曜日　●不動産相談        　〃 第２金曜日
・司法書士　 〃  第３・４水曜日　●年金・労働相談 　 〃  第２木曜日
 （労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）  ●税務相談　          〃  第２火曜日
●労働法律相談（弁護士）５・８・11・２月の第３水曜日
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